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男女が共に働きやすい職場づくりに取組む企業が増えています！ 

「子育てサポート企業」（プラチナくるみん認定企業） 2社 

「女性の活躍推進企業」（えるぼし認定企業） 6社  を決定しました 
 

 千葉労働局（局長 福澤義行）では、このたび、次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナ

くるみん認定企業」として２社、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」として６社を、   

それぞれ認定し、県内の「プラチナくるみん認定企業」は３社（「くるみん認定企業」は５１社）、

「えるぼし認定企業」は１１社になりました（「プラチナくるみん認定」は平成２７年度より、「える

ぼし認定」は平成２８年度よりスタート）。 

認定通知書交付式は、平成２８年６月３０日（木）に開催いたします。 
 

○認定企業 [ 資料１－①、資料２－① ] 

☆プラチナくるみん認定企業 ２社 

  ①イオン株式会社  

 ②社会保険労務士法人 ハーモニー（＊３００人以下企業） 

  

 ☆えるぼし認定企業 ６社 [認定段階３]（※下記 認定制度について 参照)  

①イオン株式会社 

②イオンアイビス株式会社 

③イオンマーケティング株式会社（＊３００人以下企業） 

④イオンリテール株式会社  

⑤ちばぎん証券株式会社（＊３００人以下企業）              ＜えるぼし認定マーク＞  

⑥ミニストップ株式会社                            ※ 企業規模の表示のない企業は３０１人以上企業 

 

○認定通知書交付式について 

日 時：平成２８年６月３０日（木） ９時００分より  

  場 所：千葉労働局 局長室 （千葉市中央区中央4－11－1 千葉第二地方合同庁舎２階） 

※撮影、傍聴可。下記【参考】２により事前申込をお願いします。 

 

照

会

先 

平成２８年６月２８日 

千葉労働局雇用環境・均等室長 

加 藤 孝 子 

雇用環境改善・均等推進指導官 

                丹 野 佳 苗 

        居 石 淳 子 

電 話 ０４３－２２１－２３０７ 

Press Release 

厚生労働省 

千葉労働局 



 

 

 

 

認定制度について [ 資料１-③、資料２－③ ] 

  
 ○次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」・「プラチナくるみん認定」 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定・届出をした企業のうち、行動計画に定めた目標を達

成するなどの一定の要件を満たす企業は、子育てサポート企業として認定（くるみん認定）を受けることができます。

また、平成 27年 4月 1日より、くるみん認定を取得した企業が、男性労働者の育児休業取得率 13%以上等の、より水

準の高い一定の要件を満たす場合、特例認定（プラチナくるみん認定）を受けることができるようになりました。認定

企業は、認定マーク（愛称：くるみん、プラチナくるみん）を商品、広告、求人広告などに付けて、子育てサポート企

業であることをＰＲでき、「企業としてのイメージアップ」や「優秀な人材の確保」につながること等のメリットがあ

ります。 

 

 ○女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」 

平成２８年４月１日から全面施行した女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出をした企業のうち、

一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、「女性の活躍推進企業」として認定（えるぼし

認定）を受けることができます。認定は評価項目（５項目）を満たす項目数に応じて３段階あり、「認定段階３」は５

つ全て、「認定段階２」は３つ又は４つ、「認定段階１」は１つ又は２つの基準を満たす場合に認定を受けることがで

きます。認定を受けた企業は、認定マーク（愛称：えるぼし）を商品、広告、求人広告などに付けて、女性活躍推進企

業であることをＰＲでき、「企業としてのイメージアップ」や「優秀な人材の確保」につながること等のメリットがあ

ります。 

 
＜添付資料＞ 
  資料１＜次世代育成支援対策推進法関係＞ 

① プラチナくるみん認定企業の紹介 

② 次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業名一覧 

③ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度について 

資料２＜女性活躍推進法関係＞ 

① えるぼし認定企業の紹介 

② 女性活躍推進法に基づく認定企業名一覧 

③ 女性活躍推進法に基づく認定制度について 

 

 

 

 

【参考】 
 
 １ 認定通知書交付式の内容 
（１） 認定通知書の交付 
（２） 記念撮影 
（３） 千葉労働局長との懇談会 
 
２ 取材申込について 

認定通知書交付式の取材は、別添連絡票を千葉労働局までＦＡＸ送付により、事前申込をお願
いいたします。事前申込がなくとも当日の取材は可能ですが、会場スペース確保の関係上、可能
な限り、事前申込をお願いいたします。 

 
３ その他 

なお、当日は、８：４５までに、千葉労働局 雇用環境・均等室（千葉第２地方合同庁舎１Ｆ）
までお越しください。 



 

取材連絡票 
 

【千葉労働局 雇用環境・均等室 指導部門 ＦＡＸ：０４３－２２１－２３０８】 

 

 

 

会 社 名 

 

 

 

 

 

 

取材担当者 

連絡先 

 

担当者 

 

ＴＥＬ 

 

ＦＡＸ 

 

認定企業への 

インタビュー希望 
有 ・ 無 

 

 

 

放映・発表予定日等 

 

 （日）  平成２８年   月   日頃 

  

（時間） 午前・午後    時   分頃 

   

番組名・紙面等の予定（                 ） 

 

   未定 

 

 

交付式以外での 

取材希望その他 

連絡事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取材についての問い合わせは、 

千葉労働局雇用環境・均等室 指導部門（０４３－２２１－２３０７）まで 

 



資料１ 

 

 

次世代育成支援対策推進法関係 

 

  資料１－①  プラチナくるみん認定企業の紹介（２社） 
       

１－②  次世代育成支援対策推進法に基づく 

            認定企業名一覧 
       

１－③  次世代育成支援対策推進法に基づく 

            認定制度について 

 



 

 

認定企業の取組概要 

○イオン株式会社（特例認定取得） 

□ 所在地：千葉市     □ 事業内容：純粋持株会社 

 

□ 労働者数：３８２人（男性２４４ 人、女性１３８ 人） 

 
 
・短期育児休職（男女対象、有給、10 日間）利用とあわせた男性の育児休業等取得率が４４％ 

・中学校入学まで利用できる育児短時間勤務制度を導入のほか、育児補助金、事業所内保育施設など 

福利厚生も充実 

 

１ 計画期間  平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日（３年） 
 

２ 行動計画の目標と達成状況 

(目標１)ワーク・ライフ・バランスや多様な働き方に対する従業員の理解を深めるため情報提供、 

研修を実施する。 

⇒・毎年、全従業員を対象に「行動規範・人権研修」を実施した。 
 

（目標２）所定外労働時間の削減 

 ⇒・１８時１５分の全館消灯と１８時３０分のエレベーター停止ルールを２０１１年より継続 
実施。部署別、個人別労働時間の進捗管理を行い、毎月の安全衛生委員会にて報告。 
 

  (目標３)子どもが保護者である従業員の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」

の定例実施 

  ⇒・毎年７月に実施し、計画期間３年間でのべ３５名の従業員、４４名の子どもが参加した。 
 
３ 育児休業取得状況等 

男性の「育児休業」       取得者数 １名 
    男性の「育児目的休暇」    取得者数 ３名 

取得率        ４４％（参考：全国平均 2.3％） 
     女性の「育児休業」        取得率        ８０％                         

※育児休業取得率＝計画期間内に育児休業をした労働者÷計画期間内に出産した労働者×１００ 

 

●トップからのコメント  

  ダイバーシティ推進は重要な経営戦略です。会社を持続的に成長させるためには、過去の成功モデルにと

らわれず、お客さまニーズの変化に柔軟に対応することが必須だからです。そのために、さまざまな背景を

持つ多様な人が活躍できる環境づくりにさらにつとめてまいります。 
 

●取組に当たって工夫した点・取組結果 

  当社には、出産をした女性従業員や配偶者が出産をした男性従業員が有給で育児休職を取得すること

ができる「短期育児休職制度」があります。この制度周知と男性従業員の取得促進の取組みとして、配

偶者が出産をした男性従業員とその上司に対し、人事部長と人事担当者が制度説明と取得のお願いに伺

い、男性従業員が育児休職を取得しやすい環境づくりに努めました。 
  

●男性の育児休業取得者からのコメント 

 ・短期育児休職制度を利用するにあたり、人事部の方が直接制度に関する説明をしてくれ、またその場

に上司も同席いただいたので、取得しやすい環境でした。 

 ・短期育児休職制度を利用し育児に携わることで、改めてワークライフバランスを考える良い機会にな

りました。 

 ・初めて育児に携わり育児の大変さを実感するとともに、今まで経験したことのない貴重な体験でした。

今後も積極的に育児に関わり、育児を楽しみ、自分の成長につなげていけるような育メンを目指した

いと思います。 

プラチナくるみん認定企業の紹介 資料１－① 



 

 

認定企業の取組概要 

○社会保険労務士法人ハーモニー（特例認定取得）     

□ 所在地：千葉市     □ 事業内容：社会保険労務士業 

 

□ 労働者数：１７人（男性５ 人、女性１２ 人） 

 

・男性の育児休業者が 1名のほか、家庭環境に応じた働き方ができるよう短時間正社員制度の導入など 

 働きやすい環境づくりに取り組む 

   

１ 計画期間  平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日（２年） 
 

２ 行動計画の目標と達成状況 

 

(目標１) 計画期間内に、男性社員の育児休業、若しくは子の看護休暇の取得を１人以上とする。 
 

⇒・平成２６年７月３日～７月１３日に男性社員が育児休業を取得した。 

 

（目標２）家庭環境に応じた働き方の選択ができるよう、短時間正社員制度を導入する。 
  

⇒・平成２８年３月２２日に制度を導入。（３月１７日就業規則届出） 

 

  (目標３) 夏季休暇や年末年始休暇以外にも長期の休暇が取れるよう、休暇制度の見直しを行う。 

   
⇒・勤続期間１０年ごとに５日の特別休暇を与える制度を導入。就業規則に制度化 

   （平成２８年３月１７日届出）。 
 

３ 育児休業取得状況等 

   ・男性の「育児休業」     取得者数 １名 

取得率 １００％（参考：全国平均 2.3％） 

   ・女性の「育児休業」     取得率 ２００％             

※育児休業取得率＝計画期間内に育児休業をした労働者÷計画期間内に出産した労働者×１００ 

※計画期間内の育児休業等取得率が７５％未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間（最長 3 年間）を 

合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が７５％以上であれば基準を満たします。 

 

●トップからのコメント  

 小さな事業所ですが、社会保険労務士という仕事がら「働きやすい職場づくり」を率先して実施し、プラ

チナくるみん認定に挑戦させていただきました。 

 働きやすい職場づくりは企業のトップと共に社会保険労務士としての使命だと思っております。プラチナ

くるみん認定を大変喜ぶと共に、今後もできるだけ沢山の企業にお伝えしたいと思っております。 
 

●取組に当たって工夫した点・取組結果 

  育児休業を取得しても円滑に業務を回していけるよう、複数人で担当顧問先をフォローする「チーム制」

を確立しました。 

  チーム内で業務を分担することにより、仕事の効率化・残業時間の削減を図りました。家庭の事情による

休みや急な早退なども気兼ねなく申し出られる環境を作り、誰かが育児休業等を取得してもチームとして業

務を円滑に回していける仕組みができました。 
 

 ●男性の育児休業取得者からのコメント 

  Ｈ２６年６月２９日に第一子が生まれ、妻の退院日から十一日間の育児休業を取得しました。ちょうど業

務多忙な時期ではありましたが、自チームのメンバーが滞りなく仕事をこなしてくれたおかげで、休業中は

妻と子のお世話に集中することができ、家族の絆を深めることができました。 

プラチナくるみん認定企業の紹介 資料１－① 



 

                                                       

 

 平成２８年５月末現在、千葉県内で５１社が認定を受けています。 

認定年度 企業名 所在地 業種 規模 

2007・2012 

2015 
株式会社千葉興業銀行 千葉市 金融 Ａ 

2007・2015 株式会社京葉銀行 千葉市 金融 Ａ 

2009・2011 

2013・2015 
株式会社千葉銀行 千葉市 金融 Ａ 

2013・2015 千葉県信用保証協会 千葉市 金融 Ｂ 

2015 ちばぎん証券株式会社 千葉市 金融 Ｂ 

2007 シャープドキュメントシステム株式会社 千葉市※ 情報通信 Ａ 

2007 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社 千葉市※ 情報通信 Ａ 

2010・2012 

2014 

日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリ

ング株式会社 
千葉市 情報通信 Ｂ 

2011 大東システムエンジニアリング 千葉市 情報通信 Ｃ 

2014 シーデーシー情報システム株式会社 千葉市 情報通信 Ａ 

2014 株式会社 富士通パブリックソリューションズ 千葉市 情報通信 Ｂ 

2015 株式会社 システムイオ 千葉市 情報通信 Ｂ 

2007・2010 みずほインベスターズビジネスサービス株式会社 船橋市※ ｻｰﾋﾞｽ Ｂ 

2009・2014 キッコーマンビジネスサービス株式会社 野田市 ｻｰﾋﾞｽ Ｂ 

2014・2016 
社会保険労務士法人ハーモニー 

※2016年度は特例認定（「プラチナくるみん」） 
千葉市 ｻｰﾋﾞｽ Ｃ 

2015 住友林業アーキテクノ株式会社 千葉市 ｻｰﾋﾞｽ Ａ 

2007・2010 

2013・2015 

ヒゲタ醤油株式会社 

※2015年度は特例認定（「プラチナくるみん」） 
銚子市 製造 Ａ 

2009・2012 

2014 
キッコーマン株式会社 野田市 製造 Ａ 

2009・2014 キッコーマン食品株式会社 野田市 製造 Ａ 

2014 デルマール株式会社 千葉市 製造 Ｃ 

2014 山田機械工業株式会社 佐倉市 製造 Ｂ 

2014 マブチモーター株式会社 松戸市 製造 Ａ 

2015 株式会社 スズキ技研 市川市 製造 Ｂ 

2007・2010 生活協同組合ちばコープ 千葉市※ 卸・小売 Ａ 

2007・2010 

2014 
東レ・メディカル株式会社 浦安市※ 卸・小売 Ａ 

2009 キッコーマン飲料株式会社 野田市 卸売 Ｃ 

2009 シャープシステムプロダクト株式会社 千葉市※ 卸・小売 Ａ 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業名一覧 
資料１－② 



 

 

認定年度 企業名 所在地 業種 規模 

2010・2012 

2015 
イオンリテール株式会社 千葉市 小売 Ａ 

2011・2014 

2015 
生活協同組合パルシステム千葉 船橋市 小売 Ａ 

2013 株式会社千葉薬品 千葉市 卸・小売 Ａ 

2007 イオンモール株式会社 千葉市 不動産 Ａ 

2011 医療法人芙蓉会 五井病院 市原市 医療・福祉 Ｂ 

2011 医療法人成和会 山口病院 船橋市 医療・福祉 Ｂ 

2012・2015 医療法人社団 千歯会 大網白里市 医療・福祉 Ｃ 

2013 社会福祉法人六親会 印西市 医療・福祉 Ｂ 

2013 医療法人社団 創造会 我孫子市 医療・福祉 Ａ 

2013 社会福祉法人 千葉県福祉援護会 船橋市 医療・福祉 Ａ 

2014 社会福祉法人アコモード 我孫子市 医療・福祉 Ｂ 

2014 医療法人社団 真療会 野田病院 野田市 医療・福祉 Ａ 

2014 医療法人 静和会 東金市 医療・福祉 Ａ 

2014 医療法人社団 岬風会 南房総市 医療・福祉 Ｃ 

2014 医療法人社団 紺整会 船橋市 医療・福祉 Ａ 

2015 社会福祉法人 野田みどり会 野田市 医療・福祉 Ｂ 

2011 フェデラルエクスプレスコーポレーション 千葉市 運輸 Ａ 

2011 フェデラルエクスプレスジャパン株式会社 千葉市 運輸 Ａ 

2012 成田国際空港株式会社 成田市 運輸 Ａ 

2013 イオングローバルＳＣＭ株式会社 千葉市 運輸 Ｂ 

2013 日本貨物航空株式会社 成田市 運輸 Ａ 

2015 学校法人 和洋学園 市川市 教育 Ａ 

2013・2016 
イオン株式会社 

※2016年度は特例認定（「プラチナくるみん」） 
千葉市 その他 Ａ 

規模：Ａ 301人～、Ｂ 101人～300人、Ｃ 100人以下 

 
 

・公表に同意された企業名のみ掲載 

・川崎マイクロエレクトロニクス（株）は合併により（株）メガチップス（大阪府）へ統合 

・みずほインベスターズビジネスサービス（株）は合併によりみずほ証券ビジネスサービス（株）（東京都）へ統合 

・生活協同組合ちばコープは合併により生活協同組合コープみらい（埼玉県）へ改組 

・シャープドキュメントシステム（株）及びシャープシステムプロダクト（株）は、シャープビジネスソリューション（株）（東京都）

へ統合 

・東レ・メディカル（株）の 1期目は東京労働局で認定、平成 26年 6月東京都へ移転 

・キッコーマン食品（株）、キッコーマンビジネスサービス（株）の 1期目はキッコーマン（株）として認定 
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女性活躍推進法関係 

 

 資料２－①  えるぼし認定企業の紹介（６社） 
       

２－②  女性活躍推進法に基づく認定企業名一覧 
       

２－③  女性活躍推進法に基づき認定制度について 

 

 

 
 

 

 
 



 [認定の段階：３段階目]  

 

イオン株式会社 （千葉市）  

    代表執行役社長  岡田 元也 
 
【業種：分類不能の産業／労働者数：421名】 

 

 

採用状況・就業継続の状況が男女同程度、管理職として活躍している女性が多い

など、認定基準５つすべてをクリア 

今後とも、全ての従業員が「Ｌｉｆｅ」と「Ｗｏｒｋ」の調和を図ることができる「働きやすく、

活躍できる会社」の実現に向け、各種取組を行う 

 

＜認定基準を満たす項目の実績＞ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な取組計画（一般事業主行動計画：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆トップからのコメント 

 

・全ての従業員が「Ｌｉｆｅ」と「Ｗｏｒｋ」の調和を図ることができる「働きやすく、

活躍できる会社」の実現に向け、両立に関するセミナーへの管理職受講率を１００％とす

る、男性従業員の育児休職等取得率１００％とするなどの目標を設定 

・具体的な取組として、育児関連制度の周知と利用促進を目的とした情報発信の実施、イ

クボス育成の取組み（セミナー開催・イクボス検定の導入等）、育児休職等の対象従業員

及び上司に対する取得勧奨面談、対象者への「パパ辞令」の交付等を行う。 

評価項目１ 男女の採用競争倍率 ： 女性１倍×0.8 ＜ 男性１倍 

評価項目２ 男女の平均勤続年数 ： 女性 3年／男性 2.12年＝1.42 ≧ 0.7 

評価項目３ 法定時間外・休日労働： 全ての雇用管理区分で各月全て 45時間未満 

評価項目４ 管理職に占める女性割合：12.4％ [産業平均値 7.6％] 

評価項目５ Ａ 女性の非正社員から正社員への転換等（3名） 

            Ｂ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換（3名） 

      Ｄ おおむね 30歳以上の女性の正社員としての採用（2名） 

 

ダイバーシティ推進は重要な経営戦略です。会社を持続的に成長させるために

は、過去の成功モデルにとらわれず、お客さまニーズの変化に柔軟に対応するこ

とが必須だからです。そのために、さまざまな背景を持つ多様な人が活躍できる

環境づくりにさらにつとめてまいります。 

 

えるぼし認定企業の紹介 
資料２－① 



[認定の段階：３段階目]  

 

イオンアイビス株式会社 （千葉市）  

    代表取締役社長  金子 淳史 
 
【業種：その他サービス業／労働者数：1,046名】 

 

 

採用状況・就業継続の状況が男女同程度、管理職として活躍している女性が多い

など、認定基準５つすべてをクリア 

さらに、管理職に占める女性割合を４０％にすることを目標として、新たな人事制度

の構築やダイバーシティ取組みにおける全従業員への教育等を行う 

 

＜認定基準を満たす項目の実績＞ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な取組計画（一般事業主行動計画：平成２８年４月１日～平成３０年２月２８日） 

 

 

 

 

 

◆トップからのコメント 

 

 

・管理職に占める女性割合を４０％にする目標を設定 

・取組として、新たな人事制度の構築、ダイバーシティ取組みにおける全従業員への教育

等を行う。 

当社は、２０１３年度より「全従業員が働きやすい職場環境の実現」というテー

マのもと、組織体制の見直しや、フレックスタイム制の導入、時間単位有給休暇

取得制度の導入などの改革に取り組んでまいりました。 

今後も「女性が働きやすく活躍できる会社」の実現を目指し、女性活躍の推進

に一層努めてまいります。 

評価項目１ 男女の採用競争倍率 ： 女性 10.57倍×0.8 ＜ 男性 26.1倍 

評価項目２ 男女の平均勤続年数 ： 女性 16.5年／男性 17.6年＝0.94 ≧ 0.7 

評価項目３ 法定時間外・休日労働： 全ての雇用管理区分で各月全て 45時間未満 

評価項目４ 管理職に占める女性割合：16.6％ [産業平均値 6.5％] 

評価項目５ Ａ 女性の非正社員から正社員への転換等（1名） 

      Ｃ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用（1名） 

Ｄ おおむね 30歳以上の女性の正社員としての採用（2名） 

 

えるぼし認定企業の紹介 資料２－① 



[認定の段階：３段階目]  

 

イオンマーケティング株式会社 （千葉市）  

    代表取締役社長  前川 渉 
 
【業種：情報通信業／労働者数：48名】 

 

 

採用状況・就業継続の状況が男女同程度、管理職として活躍している女性が多い

など、認定基準５つすべてをクリア 

さらに、モラルサーベイ（従業員意識調査）における福利厚生の満足度に対する男

女ギャップを０．５以下にすることを目標として、費用を会社負担とする婦人科検診

制度を導入するなどの取組を行う 

 

＜認定基準を満たす項目の実績＞ 
  

 

 

 

 

 

 

 

○主な取組計画（一般事業主行動計画：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆トップからのコメント 

 

 

・モラルサーベイ（従業員意識調査）における福利厚生の満足度に対する男女ギャップを

０．５以下にする、モラルサーベイにおける評価の満足度を２０１４年度実績よりもプラ

スとするなどの目標を設定 

・取組として、費用を会社負担とする婦人科検診制度を導入する、評価結果の個人へのフ

ィードバックを導入するなどの取組を行う。 

イオンのお客さまの多くは女性であり、多様化するお客さまニーズに対応し市

場での競争力を保つためには、女性従業員の価値観が不可欠です。 

当社では今後も女性が意欲的に就労できる環境の整備と長期のキャリア形成

を支援し、「女性が働き続けたい会社」を目指してまいります。 

評価項目１ 男女の採用競争倍率 ： 女性 6倍×0.8 ＜ 男性 7倍 

評価項目２ 男女の平均勤続年数 ： 女性 4.2年／男性 4.5年＝0.93 ≧ 0.7 

評価項目３ 法定時間外・休日労働： 全ての雇用管理区分で各月全て 45時間未満 

評価項目４ 管理職に占める女性割合：22.2％ [産業平均値 6.9％] 

評価項目５ Ｄ おおむね 30歳以上の女性の正社員としての採用（2名） 

 

えるぼし認定企業の紹介 資料２－① 



 [認定の段階：３段階目]  

 

イオンリテール株式会社 （千葉市）  

    代表取締役社長  岡崎 双一 
 
【業種：小売業／労働者数：111,907名】 

 

 

採用状況・就業継続の状況が男女同程度、管理職として活躍している女性が多い

など、認定基準５つすべてをクリア 

さらに、管理職に占める女性の割合を３０％にすることを目標として、女性の管理

職候補者の積極的な配置と育成、若手社員のキャリアプランの形成を支援する 

研修の実施などを行う 

 

＜認定基準を満たす項目の実績＞ 
  

 

 

 

 

 

 

 

○主な取組計画（一般事業主行動計画：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆トップからのコメント 

 

 

・管理職に占める女性の割合を３０％にする目標を設定 

・取組として、女性の管理職候補者の積極的な配置と育成を行うとともに、管理職候補の

母集団形成のため、若手社員のキャリアプランの形成を支援する研修の実施、多様なロー

ルモデルの事例や制度の情報提供、管理職の意識改革を行う教育の機会を設けるなどの取

組を行う。 

当社はかねてより、育児・介護との両立支援など、様々な制度の拡充を進め、

働き続けることができる環境づくりを行ってまいりました。 

今後も性別、国籍、年齢、障がいの有無、性自認や性志向など、社員それぞれ

の個性を活かし、多様な人材の活躍を当社成長の原動力とする「ダイバーシティ

経営」を推進してまいります。 

評価項目１ 男女の採用競争倍率 ： 女性 4.23倍×0.8 ＜ 男性 7.59倍 

評価項目２ 男女の平均勤続年数 ： 女性 14.6年／男性 20.0年＝0.73 ≧ 0.7 

評価項目３ 法定時間外・休日労働： 全ての雇用管理区分で各月全て 45時間未満 

評価項目４ 管理職に占める女性割合：11.9％ [産業平均値 4.8％] 

評価項目５ Ａ 女性の非正社員から正社員への転換等（317名） 

      Ｃ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用（5名） 

資料２－① えるぼし認定企業の紹介 



 [認定の段階：３段階目]  

 

ちばぎん証券株式会社 （千葉市）  

    取締役社長  伊東 正 
 
【業種：金融・保険業／労働者数：273名】 

 

 

採用状況・就業継続の状況が男女同程度、管理職として活躍している女性が多い

など、認定基準５つすべてをクリア 

さらに、管理職に占める女性割合を１５％以上にすることを目標として、管理職  

育成研修の実施や職階に応じた女性同士の交流機会の提供を行う 

 

＜認定基準を満たす項目の実績＞ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な取組計画（一般事業主行動計画：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日） 

 

 

 

 

 

 

◆トップからのコメント 

 

 

・管理職に占める女性割合を１５％以上にする目標を設定 

・取組として、対象となる男女社員に対して管理職育成研修を実施するとともに、各職階

別に意見交換会を実施し、女性同士の交流機会を提供する。 

当社では、「企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定

着」や「お互いが協調し生産性向上に努める企業風土の醸成」には、女性活躍推

進が不可欠だと考えています。 

今回の認定を励みに、今後も全社員がさらに活き活きと働ける職場作りに向

け、取組みを進めてまいります。 

評価項目１ 男女の採用競争倍率 ： 女性 18.47倍×0.8 ＜ 男性 15.58倍 

評価項目２ 男女の平均勤続年数 ： 女性 14.6年／男性 19.3年＝0.76 ≧ 0.7 

評価項目３ 法定時間外・休日労働： 全ての雇用管理区分で各月全て 45時間未満 

評価項目４ 管理職に占める女性割合：11.0％ [産業平均値 7.2％] 

評価項目５ Ａ 女性の非正社員から正社員への転換等（4名） 

      Ｄ おおむね 30歳以上の女性の正社員としての採用（1名） 

 

えるぼし認定企業の紹介 資料２－① 



[認定の段階：３段階目]  

 

ミニストップ株式会社 （千葉市）  

    代表取締役社長  宮下 直行 
 
【業種：小売業／労働者数：921名】 

 

 

採用状況・就業継続の状況が男女同程度など、認定基準５つすべてをクリア 

さらに、管理職に占める女性の割合を１０％にすることを目標として、管理職研修

の実施、全社横断の推進体制の確立などを行う 

 

＜認定基準を満たす項目の実績＞ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な取組計画（一般事業主行動計画：平成２８年４月１日～平成２９年８月３１日） 

 

 

 

 

 

 

◆トップからのコメント 

 

 

・管理職に占める女性の割合を１０％にする目標を設定 

・取組として、管理職研修を実施するとともに、成果につながる取り組み、課題解決の取

組みをテーマとした３つの分科会の活動による全社横断の推進体制の確立、定期的な情報

発信・共有の実施を行う。 

変化の激しい社会環境を考えると、多様な考え方をもつ従業員が活躍していく

ことが不可欠と考えます。 

当社の強みであるコールドデザートなどでのヒット商品も女性が手がけており、

性別や属性を超えてお客さま満足の追求のために今後も更なる活躍を期待して

います。 

評価項目１ 男女の採用競争倍率 ： 女性 11.94倍×0.8 ＜ 男性 31.83倍 

評価項目２ 男女 10事業年度前後に採用された労働者の継続雇用割合 

 ： 女性 0.43年／男性 0.44年＝0.99 ≧ 0.8 

評価項目３ 法定時間外・休日労働： 全ての雇用管理区分で各月全て 45時間未満 

評価項目４ 管理職に占める女性割合：5.0％ [産業平均値 4.8％] 

評価項目５ Ａ 女性の非正社員から正社員への転換等（2名） 

      Ｂ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換（40名） 

えるぼし認定企業の紹介 資料２－① 



資料２－②

業種別・五十音順

企　業　名 所在地 業　　種 規模 認定の段階

1 　イオンマーケティング株式会社 千葉市 情報通信業 Ｃ ★★★

2 　株式会社京葉銀行 千葉市 金融業、保険業 Ａ ★★

3 　株式会社千葉銀行 千葉市 金融業、保険業 Ａ ★★★

4 　ちばぎん証券株式会社 千葉市 金融業、保険業 Ｂ ★★★

5 　株式会社千葉興業銀行 千葉市 金融業、保険業 Ａ ★★★

6 　イオンリテール株式会社 千葉市 小売業 Ａ ★★★

7 　ミニストップ株式会社 千葉市 小売業 Ａ ★★★

8 　イオンモール株式会社 千葉市 不動産業、物品賃貸業 Ａ ★★★

9 　株式会社イオンファンタジー 千葉市
生活関連サービス業、

娯楽業
Ａ ★★

10 　イオンアイビス株式会社 千葉市 その他サービス業 Ａ ★★★

11 　イオン株式会社 千葉市 分類不能の産業 Ａ ★★★

規模　：　Ａ　３０１人以上　　Ｂ　１０１人～３００人　　Ｃ　１００人以下　

認定の段階　：　「認定段階３」　★★★　　　「認定段階２」　★★　　「認定段階１」　★

女性活躍推進法に基づく認定企業名一覧

平成２８年６月７日現在

※認定は評価項目（５項目）を満たす項目数に応じて３段階あり、「認定段階３」は５つ全て、「認定段階２」は３つ
　 又は４つ、「認定段階１」は1つ又は２つの基準を満たす場合に認定を受けることができます。



※詳細は、下記の厚生労働省ホームページ（女性活躍推進法特集ページ）のパンフレット「女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう！！」をご参照ください。 

 

 一般事業主行動計画の策定など 

 認定とは 

 
職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間 
事業主（一般事業主）それぞれの女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律」（女性活躍推進法）が、平成27年８月28日に成立し、平成28年4月1日から、一般
事業主に関する部分が施行されています。 
 
この法律では、雇用している、又は雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取組を実施
するよう努めることとされています。 
 
具体的には、 

 ●常時雇用する労働者（※）の数が301人以上の事業主に対しては、 
  ①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析 
 
    ②状況把握、課題分析を踏まえ、(a)計画期間、(b)数値目標、(ｃ)取組内容、(d)取組の実施期間を盛 

     り込んだ行動計画の策定、策定・変更した行動計画の非正社員を含めた全ての労働者への周知及び外 
     部への公表 

  
  ③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出 
 
  ④女性の活躍に関する状況の情報の公表 
 が義務づけられています。 
 
 ●常時雇用する労働者が300人以下の事業主については、上記①～④が努力義務とされていますが、規模 
  にかかわらず、個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。 
  
（※）正社員だけでなくパート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者も含む。 
   ①期間の定めなく雇用されている者 
   ②一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去１年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時か 
    ら１年以上引き続き雇用されると見込まれる者 
 

 
●行動計画の策定、策定した旨の届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が 

 優良な事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。 
 

●認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告などに付すことができ、女性活躍 

 推進事業主であることをPRすることができ、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながること 

 が期待できます。 
 

    例  ・商品  

       ・求人広告、求人票 

       ・名刺 

       ・印刷された広告、テレビ広告  など 

○認定基準の考え方や詳細については、 
 
  厚生労働省ホームページ（女性活躍推進法特集ページ） 

  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

  

 
 

 のＱ＆Ａもご確認ください。 

 なお、認定申請書や認定申請関係書類も当ページからダウンロードができます。 

  女性活躍推進法特集ページ で検索！ 

女性活躍推進法について 

女性活躍推進法に基づく認定制度について 
資料２－③ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html


女性活躍推進法に基づく認定制度 
 ○ 行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業   
      は､都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。 
    

  ○ 認定を受けた企業は､厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付すことができる。  

※ 法施行前からの実績の推移を含めることが可能 
認定の段階 

★【別紙】に掲げる基準以外のその他の基準 

○ 事業主行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を定めたこと。 

○ 定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者の周知をしたこと。 

○ 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。 

 
●次ページに掲げる５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満たし、その実績を厚生労働省のウェブサイ  
 トに毎年公表していること。 
 
●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組 
 を実施し、その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、２年以上連 
 続してその実績が改善していること。 
  
●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。 

 
●次ページに掲げる５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満たし、その実績を厚生労働省のウェブサ  
 イトに毎年公表していること。 
 
●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に関連する取組を実施し、 
 その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイトに公表するとともに、２年以上連続してその 
 実績が改善していること。 
 
●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。 

 
 
●次ページに掲げる５つの基準の全てを満たし、その実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表して 
 いること。 
 
●下段の★印に掲げる基準を全て満たすこと。 

 

１段階目 

２段階目 

３段階目 



【別紙】女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準 

評価項目 基 準 値 （実績値） 

①採用 男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度（※）であること 
（※直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率（女性の応募者数÷女性の採用者数）」×０．８が、直近３事業年
度の平均した「採用における男性の競争倍率（男性の応募者数÷男性の採用者数）」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこ
と） 

②継続就業 ⅰ）「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごと
にそれぞれ７割以上であること 
又は 

ⅱ）「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者のうち継続して雇用され
ている者の割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者のうち継続して雇用さ
れている者の割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ８割以上であること 

③労働時間等の働き方 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、
直近の事業年度の各月ごとに全て４５時間未満であること 

④管理職比率 ⅰ）管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること  
   （※産業大分類を基本に、過去３年間の平均値を毎年改訂。） 
又は 

ⅱ）直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇
進した女性労働者の割合」÷直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある男性
労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」が８割以上であること 

⑤多様なキャリアコース 直近の３事業年度に､以下について大企業については２項目以上（非正社員がいる場合は必ずAを含むこ

と）、中小企業については１項目以上の実績を有すること 
A 女性の非正社員から正社員への転換 
B  女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 
C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 

注） 雇用管理区分ごとに算出する場合において、属する労働者数が全労働者数のおおむね1割程度に満たない雇用管理区分がある場合は､職務内容等に照らし、類
似の雇用管理区分とまとめて算出して差し支えないこと（雇用形態が異なる場合を除く。）。 


